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令和８年度地籍調査事業業務委託 

特記仕様書 
 
第１章 業務の概要 
 

（適用） 

第１条 「令和８年度地籍調査事業業務委託特記仕様書」(以下「本特記仕様書」という。)は、

国土調査法に基づき地籍調査の実施作業(調査工程)について定めたものであり、相模原市（以

下「発注者」という。）が受注者に業務委託する「令和８年度地籍調査事業業務委託」(以下「本

業務」という。)の作業に当たっては、本特記仕様書及び「令和８年度地籍調査事業業務委託仕

様書」(以下「仕様書」という。)の定めにより実施するものとする。 

 
（適用すべき法令等） 
第２条 本業務は、仕様書第３条第２項に定める図書を参考とする。 
 
（作業概要） 
第３条 受注者は十分に作業内容を熟知し各工程との連携をもって作業を行うこととする。 
２ 本業務の工程については、次の各号に掲げるものとする。 
（１）Ｃ工程      地籍図根三角測量 
（２）Ｄ工程      地籍図根多角測量 
（３）Ｅ１工程     一筆地調査 

 
第２章 地籍調査（一筆地調査） 

第１節 Ｃ工程 地籍図根三角測量 

 

（地籍図根三角測量） 

第４条 地籍図根三角測量は地上法（ＧＮＳＳ法）により行うものとする。 

２ 地籍図根三角測量は、地籍調査作業規定準則（以下「準則」という。）第４８条から第５２条

及び地籍調査作業規定準則運用基準（以下「運用基準」という。）第２２条から２５条に基づい

て行うものとする。 

３ 選点図、平均図については、発注者の承認を得るものとする。 

４ 三角点（標識）の設置位置は、公共用地を原則としやむを得ず民有地に設置する場合は、監

督職員と協議するものとする。 

また、公共用地への三角点（標識）の設置は、事前に発注者が道路管理者へ道路法に基づく

占用申請を行うことから、設置箇所図等の申請資料作成について協力すること。 

５ 本作業は電子基準点のみを与点とするＧＮＳＳ法を用いて測量することとするが、上空視界

等の観測条件が不十分な場合には、発注者と協議の上、適切な測量方法を用いること。 

６ 使用する材料、測量機器等について、事前に発注者の承認を得ること。 
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第２節 Ｄ工程 地籍図根多角測量 

 

（地籍図根多角測量） 

第５条 地籍図根多角測量は地上法により行うものとする。 

２ 地籍図根三角測量は、準則第５３条から第５８条及び運用基準第２６条から第３１条に基づ

いて行うものとする。 

３ 選点図、平均図については、発注者の承認を得るものとする。 

４ 作業計画を立てるにあたっては、調査地域の地形等の概況及び与点の設置状況等について十

分な調査を行うこと。 

５ 多角点（標識）の設置位置は、公共用地を原則としやむを得ず民有地に設置する場合は、監

督職員と協議するものとする。 

６ 使用する材料、測量機器等について、事前に発注者の承認を得ること。 

 

第３節 Ｅ１工程 一筆地調査（都市部） 

 

（一筆地調査） 

第６条 一筆地調査は、準則第１３条から第１８条及び運用基準第６条の２から第１０条に基づ

いて行うものとする。 

 

（関係機関との調整） 
第７条 受注者は、本業務を円滑に行うため、道路等の管理者及び関係機関と密接な調整及び協

議等を行うこととする。 
 
（資料収集・整理） 
第８条 受注者は、本業務に係る資料として、登記関係資料のほか、次の各号に掲げる資料等を

必要に応じて収集し整理することとする。 
（１）境界確定図 
（２）土地所有者が所有する土地関係資料 
（３）その他監督員が必要と認めるもの 
 
（土地登記簿等調査） 
第９条 受注者は、土地所有者一覧表作成のための調査として、次の各号に掲げる手法により土

地登記簿調査を行うこととする。なお、各関係行政機関との連絡調整、資料の提出請求につい

ては、発注者が行う。 

（１）相模原市管轄の法務局から、発行された登記簿謄本により、土地登記簿に記載してある当

該土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人(以下「土地所有者等」という。)

を全筆について調査すること。 

（２）土地の履歴を正確に把握する必要がある場合は、発注者と協議のうえで必要に応じて閉鎖

登記簿及び土地台帳についても調査を行うこと。 

（３）旧地番等は、閉鎖土地台帳及び戸籍等も調査し正確な現住所の確認に努め、土地所有者等
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の住所が不明な場合は、監督員に報告するとともに情報収集に協力すること。 

（４）地積測量図は全筆調査し、調査地区単位に簿冊を整理すること。 

 

（調査図素図等の作成） 

第 10条 受注者は、調査を行う計画区について、不動産登記法第１４条第１項の地図又は同条第

４項の地図に準ずる図面(以下「登記所地図」という。)、地積測量図、境界確定図、道路台帳

図等に基づいて調査図素図を作成するものとする。 

 
（地籍調査票の作成） 

第 11条 地籍調査票は、地籍調査票作成要領に基づき作成するものとする。 

 

第３章 成果品 

 

（成果品の様式等） 
第12条 本業務に関し納入すべき成果品（以下「成果品」という。）の様式等は、「地籍測量及び

地積測定における作業の記録及び成果の記載例」によるものとする。 

２ 成果品を電子データ化する場合には、「地籍調査成果電子納品要領」によることを原則とし、

疑義が生じたときは、監督員と協議を行うこととする。 


